
はじめに

世界的にいえば，コスト競争力もつき急成長

を遂げている風力発電事業であるが，日本の風

力事業の将来展望はかならずしも明るいとはい

えない。これまでに限定していえば，日本の風

力発電事業もとりあえず進展していく方向にあ

った。現段階にいたるまで，NEDOの資金援助

をはじめ，さまざまな施策が風力事業を後押し

してきた。しかし，今後も同じやり方で，事業

がスムーズに進展するわけではない。この先に

そびえる壁（事業進展を阻む壁）は一段と高

く，施策もさらに根源的なところから立て直し

ていかざるをえない。その施策とは，社会全体

の電力生産設備を再編成していくことや，その
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本稿では，日本の風力発電事業が今後飛躍的に発展するための課題について考察した。世界的にみ
れば，環境保護の観点からも，経済的な観点からも，十分その有用性が認められている風力発電では
あるが，日本の中での位置づけは低く，その発展は十分なものではない。設置量を順位の面で見ると
き，上位につけているようにもみえるが，飛躍的にその事業を発展させている先進５カ国とは大きな
隔たりがある。日本の遅れは，自然規定性だけでは説明されない。むしろ，その「遅れ」は電力の買
取りの義務とか，その買取り価格などの社会制度に関係した問題と考えられる。すなわち日本におけ
る風力発電が生む電気は，どの地域でも，無制限に電力会社の買取りが保障されたものではない。風
力設置に関わる限界，制限は，基本的にはベースロードについての原子力との競合を起因としている
と考えられる。現時点での説明はともかく，飛躍的多数の風力を導入する段階では，かならず問題と
なる。この問題についての方針を定めておかないと，風力事業の将来は保障されたものとはならな
い。また，原子力との競合以前に，電力会社の過剰（＝十分）な生産設備体制の問題もある。そもそ
も各地域における電力需要に対応できる生産体制を有する電力会社と，風力など新規電力供給者は，
市場の奪い合いを引き起こす関係にあるのは自明なことである。その中で，既存施設の遊休化（稼働
率の低下）問題が起こり，だからこそ，風力の電力買取り価格を極力安くしたいという動機を電力会
社は持つものである。この損得限界点と風力経営の限界点は折り合いがつくものでない。そのなか
で，電力会社を保護する目的で設定されたのがRPS法であるとみることもできる。こうした状況下，
すくなくともしばらくは市民主導で，風力発電は維持されていくものと予測される。「市民所有」と
は，経営的観点を幾分犠牲にしてでも環境改善に資する方針を選択できる仕組みでもあるが，また土
地の活用ほか，自己消費電力としての風力の活用など，経済性を最大化させる仕組みでもある点を強
調していくことが大事である。
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ための電力線ネットワークを再編成することな

どである。さらには，風車建設が許可される場

所の問題にかかわる，設置基準（の改変）の議

論なども必要になってくる。本稿は，上記のよ

うな日本の課題について考察するためのフレー

ムワークとして位置づけられる。

まず，日本の風力発電事業（者）がおかれて

いる，「逆風」の状況を正確に認知することが

必要となる。旧来の「電源開発」に関わる社会

的枠組みは，風力や太陽光など分散型で個人や

自治体が所有する電力生産装置の発展に十分適

合的であったとはいえない。そこで登場した

RPS法１）は，むしろそうした自然エネルギー利

用型発電技術の発展を阻害する側面を持ってい

る。また，NEDOをはじめとする資金的助成制

度は，自然エネルギーの進展を金銭的に支えて

きたものだが，それもまだ十分なものとはなっ

ていない２）。ともかくその助成制度をとりあえ

ず順風にたとえるなら，それと同時に「逆風」

も現在の日本には吹いている。RPS法は象徴的

な事例となろう。順風で逆風をおしきるという

のも負荷が大きく，やはり順当に逆風をなくし

ていく工夫が必要となる。

論者は，風力発電事業の発展を拒む「逆風」

を社会的な外部因子と捉えており，風力自体の

問題とはみていない。内部的な，あるいは工学

的な課題は，当然風力発電技術にもある。例え

ば，周波数や電圧のフラクチュエーションなど

は，系統連携の中で押さえ込めるものであると

はいえ，ネットワークの形成時にさまざまな配

慮を要する。また，台風，落雷被害などをはじ

めとする故障対策については，より日本の

「風」にみあった機種（製品）の開発が望まれて

いるといえなくもない。しかし，以上の課題

は，風力を推進する中で解決していけばよいも

ので，本質的に事業展開を阻止，阻害する類の

ものではない。これに対して，社会的な「逆

風」とは，本質的に，「外側から」風力事業をブ

ロックするものである。この点を正確に押さえ

ておかないと，風力発電事業が進展しないのは

「風力発電技術自体が本質的なデメリットを持

つため」と捉えられかねない。またそのように

誤認されると，打つべく対策も間違ったものに

ならざるを得ない。本稿は，この「逆風」が何

者であるのかを正確に説くことから始める３）。

論者は大学にあって，多数の学生とこの問題

について意見交換する場を得た。統計的な分析

を踏まえたものでないが，「一般的な学生≒市

民」が持つ風力の将来像は，過半数以上否定的

なものであった。しかし，「なぜ」と追求して

も，その理由は明確にならない。強引に答えを

求めると，いわく，出力が小さい＝ゆえに需要

に応じきれないとか，風が吹かないとか，土地

がないといったものが，「原因」として挙げら

れてくる。いずれも，無根拠であったり論理矛

盾をおこすような他愛のない理由で，一般に風

力は軽視されている。コストの問題を挙げるも

のもいるが，以下の節で詳解するように，学生

の認知も「一般社会に流布されている宣伝文

句」も，問題の構造を正しく把握したものとは

いえない。具体的数値がどうのこうのではな

く，そもそもの問題認識のあり方が誤認となっ

ているのである。

こうした「一般的な学生≒市民」のイメージ

が悪いほうに傾くことも，社会的な「逆風」構

造が日本に存在していることの一表象と論者は

考える。「逆風」が社会に存立することと，一

般市民が風力についてマイナスイメージを持つ

ことは，お互い相強めあう関係にあり，まずそ

の関係を断ち切る必要がある。その意味で，風
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力発電事業を前進させるためには，市民的コン

センサスを構築していくことが重要となるので

ある。

論者が「市民的コンセンサス」に重きを置く

のは，風力発電（が伸びるかどうか）がエネル

ギー問題の今後の方向を左右する試金石である

からだが，また細かな点に立ち入れば，それ

（風力事業の進展）が「景観」問題を引き起こす

からでもある。この問題の本質的解決は，関連

住民と問題を共有することなしにはなしえな

い。

風力といえども，それを設置する際に何らか

の自然破壊，生態系の改変を伴う。しかし，他

の諸事業と比べ破壊の程度が「極めて」小さい

という事実のもとに，大局的に風力は支持され

うるものと論者は考えている。その意味で，自

然環境負荷の問題は，市民に対する論理的な説

得が可能な項目であると考える。もちろんその

際，単に発電している時CO２を出さないという

だけでなく，LCA的観点をふまえて，CO２以外

の総合的環境負荷について検討する必要がある

ことは言うまでもない４）。加えていえば，数百

年の時間経過を踏まえて比較すると，風力のも

たらす自然破壊はさらに小さく見積もられるも

のと論者は考えている。

ただし，「景観」という次元まで問題を加え

ると，何が合理的な比較尺度となるのか，今な

お判然としない。この問題にはやはり，関連者

の「合意」ということが事業推進の決定軸とな

るように思われる。

風力は，原子力や火力のように大きな施設で

はない。きわめて身近に，しかも多数設置され

るべき存在である。そしてまた風力は，原子力

のように隔離された存在でなく，なにかと「と

もに」あるべき事業である。その問題は土地活

用の問題に関連してくる。分散＝小型の風力は

多数設置が前提である。単純に考えれば，その

土地を用意することは，経済的にもその他の問

題としても大きな負担になる。本稿は，その負

担の解消法について検討するためのフレームワ

ークを与えるものである５）。

１．日本における風力事業の状況－厳しい発展

の展望

１－１ 設置量の評価

風力発電の容量総数は，世界ではもちろん，

とりあえず日本でも順調に伸びている。しかし

日本の風力発電事業の将来は明るいとはいえ

ず，行き詰まりの様相を持つ。「順調に伸びて

いる」ということと「行き詰まる」ということ

は矛盾した記述ともなるので，その両者の整合

性について簡単に説明したい。

風力発電は，「地球環境にやさしい」自然エ

ネルギー利用技術として，世界的に大きく評価

され育成されているが，国によってその導入総

量や成長率（ペース）は著しく異なっている。

もちろん，風力発電は自然規定性の高い技術で

あるから，その面での差異は必然的に現われ

る。しかし，現実に今存在する「差異」は，自

然規定性だけで説明できるものではない。助成

制度，電力買取り価格，買取りの義務など社会

的取り決めに関する事項，ネットワークの「強

さ」「広がり」にかかわる事項等々，多くの社会

的規定を念頭に入れて，風力発電技術の成長の

展望は語られるのである。

単純な導入設備容量の順位で言えば，日本は

２００５年段階で上から８番目につけている６）。ま

た，日本の設備容量は，２００５年のスタート時点

で９４０MWであり，前年度始めの６４４MWに対し
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て５割近く増大したことになる７）。以上の数字

はそれだけを取れば，風力発電の順当な進展を

表しているようにもみえるが，設置絶対量を比

較するとまた別の印象も生まれる。すなわち，

風力発電の世界の発電総量は２００５年の現時点で

４７５７４MWに達しており，同年度の日本の量は

わずか２％弱にすぎない。先頭のドイツとの比

較では文字通り桁違いとなり，４位５位のデン

マーク，インドとも倍以上の開きがある。要す

るに，設置容量の推移を上位の国から並べたと

き，「他国を大きく引き離し成長している５カ

国とそれ以外の国」という識別ができ，８位に

つける日本と最低クラスの国々（風が吹かない

国もあろう）をわかつ差よりも，トップ５カ国

と８位の日本をわける差の方が圧倒的に大きく

現われてくるのである。

また風力は，８０年代まである意味で全く手付

かずであったのだから，資金的に余裕の有る

「一般的意味の先進国」が，それを増大させる

ことができるのは当たり前のことである。出発

点がゼロであるので，しばらくは数字として大

きく成長するものである。したがって現時点で

の風力事業を成長率にかかわって評価すること

は難しい。

論者は，「なぜ日本は風力が伸び行かないの

か」という問題意識を，「先進５カ国」という比

較対象を前提にして抱いている８）。両者の違い

は，単に相対的な量的区分という以上に，「電

力制度上の根本的改革も辞さない」風力育成政

策が存在しているのかどうかという区分である

と論者は考える。風力は，太陽光，波力，地熱

他の自然エネルギー利用施設と並んで，今後の

エネルギー生産の主幹となることが望まれる技

術である。資源の持続性の問題としても，温暖

化ガスの削減の問題としても，事態の悪化が若

干緩和される程度の導入では，問題の本質的解

決を生まない。

１－２ RPS法の逆風的性格

現時点の導入量が，単に「先進五カ国」より

大幅に少ないというだけではなく，日本の風力

発電事業は，すでに発展阻害の「逆風」を受け

始めている。

経営的な問題としては，RPS法の下で，風力

の生む電力が安く取引される可能性が生まれ，

事業参入が困難になりつつあるということであ

る。単に現時点で取引額が高い，安いというだ

けでなく，取引価格が変動的で（風力）事業が

安定的に続けられる保障がないということが重

大な問題である。また加えていえば，そもそも

この「促進法」が促進剤として機能しない理由

は，義務付けられている導入量が極めて小さい

ことにある。さらにはその小規模の「導入義務

量」の中にごみ発電なども混入しており，風力

独自の導入義務量がさらに限られたものとな

る。不当な「風力電気」の買い叩き状況がここ

から生まれる。別個に買われるはずの証書もス

ムーズに流通していくのか疑問視され始めてい

る。これらの問題については，和田，牛山など

先行研究者が繰り返し強調していることで，論

者として本稿で付け加えるべき論点はない９）。

先行研究者の指摘どおり，多数の具体的な苦言

がすでにネット上で提示されて，RPS法の「風

力事業への逆風」としての性格は顕在化したも

のとなっている。早急にその「逆風」としての

姿を市民に開示し，法改正にむけてコンセンサ

スをとっていく等，実務的作業が求められてい

る段階である。

改正の方向としては，風力自体の独立の導入

目標量を立てること，その目標数値を上げるこ
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と，電力買取り価格の下限を定めること，その

下限については，風力経営者の経営保障的観点

があることなどであろうか。買取り価格の下限

を定め，風力事業者の経営を保障するという点

を含めるのは，同事業が一定以上コスト安にな

っているからこそである。現在の風力の「経済

性」については，風力事業者を価格的に保護し

ても，社会的コストの上昇を大幅には生まない

段階にある。その当否は別節で詳解する。

ただし，本稿ではこのRPS法の問題にはこれ

以上立ち入らない。というのも，日本の風力事

業の展望を見出すためには，同法を改正しただ

けではすまない社会的問題が多々存在している

と論者は考えるからである。もちろんRPS法

自体の改正も必要ではある。しかし，同法の問

題性を評価する上でも，さらにその奥に潜む問

題，「RPS法以前から存在していた風力事業へ

の逆風的社会構造」について考察する必要があ

る。

２．風力に対する逆風の根本原因－原子力との

競合

２－１ 原子力との競合

風力発電を前進させるための大きな壁は，原

子力発電の存在であり，それをさらに拡大しよ

うとする国の原子力政策である。この点は，す

でに各所で述べてきた１０） が，今回の議論展開

の前提になるので，再度確認しておきたい。

風力発電の本質的な「使いにくさ」は，人間

が発電する時間を自由にできないという点であ

る。風力発電は風が吹く時間のみ出力を持つ。

それゆえまず，個別機体，あるいは個別ファー

ムだけで，蓄電機構抜きでその変動電力を有効

利用することは困難となる。しかし，日本でも

世界でも，系統連結して各地域の風力電気を集

合化することでその変動を抑える方向で解決を

みている。個別には変動的な出力も，広域の風

力電力を集合化することで，全体出力が平坦化

することが知られている。

しかしまた，「あらゆる時間帯に出力する」

風力発電は，基本的にベース電力用として機能

するため，当該地域のベースロード帯の空き

（余裕）がなくては，大幅に導入できないこと

になる。そして日本の場合，原子力発電によっ

てベースロード帯電力の大部が占められている

ため，風力の導入可能量がそもそも極めて限ら

れたものとなっているのである。加えていえ

ば，日本政府や電力事業連合は原子力を増大さ

せる方向で将来の電力生産を設計しているの

で，今以上に風力の位置は危ういと言わざるを

えない。これが，これまで繰り返し述べてき

た，日本における「風力に対する逆風」の基本

構造である。

北海道電力会社に加えて，四国電力，関西電

力も，淡路島の風力開発に「総量的制限」を加

え始めた１１）。理由は，出力不安定な風車を一定

以上系統連結すると，周波数制御上の困難が生

ずるということになっている。この問題は，風

力発電電力量の絶対値というよりは，系統域内

の相対量の問題なのだが，その点ではるかに先

進的であるデンマークがやれて，なぜ「一般的

技術先進国」である日本がやれないのか１２），と

いう疑問はひとまずおいておく。しかし，北電

も関電もふれていない，ベースロードの圧迫

（原子力との競合）のほうが，本質的問題とな

ることはいうまでもない。一言注意しておけ

ば，ここで論者は，国あるいは電力事業者が，

原子力を擁護するために，「意図的に」風力を

排斥していると言っているのではない。風力排
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斥を意図しようとしまいと，客観的に，風力と

原子力が競合しているということ，原子力を擁

護することそれ自体が風力への逆風となってい

くことを指摘しているのである。

デンマークやドイツなど風力先進国が「原子

力の否定」の上に風力を増進させてきたことは

周知の事実だが，その対立構図は，環境倫理的

判断，住民の安全保障的観点だけでは説明がつ

かない。そもそもベース需要帯むけ電力生産装

置としての共通性が両者にはあり，火力や水力

とも違った基本的な構造対立要素を，原子力と

風力は持つのである。

２－２ 一年間，２４時間，いつでも稼動が許さ

れるべき風力の特殊性

地域によって，季節的には，「流れ込み」水力

や原子力の合計出力を大きく超えるベースロー

ド電力需要（一日中存在する電力需要）が存在

しているように見える場合もあるが，逆にそれ

が少ない時期もある。電力需要は季節変動する

ものである。それを前提にすると，この問題

は，最もベースロード電力需要が冷え込む時期

において問う必要がある。風力発電は風況，建

設立地の条件しだいで，大変安価な手段となっ

ているが，それは「常時稼動することが許され

る環境１３）」において，という前提がある。言葉

を変えると，需要が冷え込む季節であれ，増大

する季節であれ，風力は風が吹く限り発電する

ことを前提とした技術である。その対極に，火

力発電は「人間の制御の下」にストップできる

ものであり，またストップすることで燃料コス

トを下げることができる技術である。その点，

風力と，経済的に運用するための指針が大きく

異なる。また，ダム式水力も，「人間の制御の

下」に稼動しない時間帯が存在し，稼働率が

「人為的に」下げられている。したがって，そ

の出力あたりのコスト（円/kwh）が，常時稼動

したときより高くなってしまっている。しかし

それは，「人間側の判断」でピーク電力用とし

てダム式水力をあてがい，その稼働率を下げた

結果なのである。ゆえに，燃料コストが嵩まな

いダム式水力は，電力分担を再編成して稼働率

を上げれば，出力あたりのコストを再び減らす

こともできる。以上の点は，まず，出力あたり

のコスト＝円/kwhの値の可変的な実相を理解

するうえでも重要だが，また，自然に規定され

て稼働率（利用率）が低くなる風力と，火力・

水力との関係，差異を理解するうえでも必要と

なる。

２－３ 蓄電の可能性

繰り返すが，一日のうち常時（２４時間）吹く

ことを前提に経済的に成り立つ風力について

は，系統連結を前提とするならば，当該のベー

スロード帯の他の電力生産技術，具体的には原

子力を計画的に縮減しなければ，「大幅に」前

進しえない。ただし，経済性を無視してかまわ

なければ，風力発電による電力についても，蓄

電することでピーク電力対応にすることが技術

的には可能である。すでに原子力が過剰なベー

ス電力を供給する中で，深夜帯の電力を揚水発

電という形で蓄電するやり方が成立している。

この考え方に依拠して，ベース需要帯の一角に

風力を入れながらも，揚水発電をより増加させ

れば，ベース電力帯の過剰状態は回避されるこ

とになる。経済性を無視して，と書いたが，過

剰の電力を時間的に再配分する必要性を生んだ

のは風力だけでなく，原子力も同罪であり，そ

のコストがかさむという問題は，「揚水発電の

コストの問題」ととるのが今日の常識である。
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その限り（原子力と同じ言い訳が通用する限

り）でいえば，「風力がコスト高となった」とは

いえないはずである。ただし，社会的な総発電

生産体制をひっくるめて語り，必要電力あたり

の「社会的費用」の大きさを問題とすれば，好

ましい選択とはいえない。

また，燃料電池など，あらたな分散的蓄電装

置を広めて，局所的に蓄電していく方式も可能

性としては存在しており，また開発の努力も続

けられている。これもまだ現段階ではコストが

かさむ。それにもかかわらず，風力事業の検討

会の中で，「コストが高くても蓄電の可能性を

捨てるべきでない」といった議論が出てくるの

は，原子力と風力がベースの中で逼迫してくる

という予想が現実味を帯びてきたことを物語っ

ている。

３．風力に対する逆風の基本構造－電力生産設

備の「過剰」状況とその問題

３－１ 「過剰」生産設備の概念規定

前節では，風力発電がベース電力需要対応で

あるため，原子力発電と競合状況になるという

ことが，風力事業の「逆風」の基本構造である

とした。本節ではさらに，ベース電力需要の

「奪いあい」という対立の「場」を拡大して，電

力需要全体の中にこの問題を位置づけていく。

そもそも既存の電力会社は，あらゆる季節に

おいて，当該時期のピーク電力需要を超える設

備容量をもつものであり，それは常に「生産設

備過剰」の状況を生んでいる。もちろん電力企

業は，予期せぬ電力需要に応えなくてはならな

いため，大きな予備力を持つ。であるから，

「過剰」の言葉は，一般的な意味での生産設備

過剰の意味として語られてはならない。どちら

かというと「十分」の意味に近い。論者は，そ

うした意味で「過剰＝十分」設備，という言葉

を本稿で使う。そして，そうした中であるから

こそ，「風力」などの新規設備が，「不要」と認

識されるという点をここで提示したい。

とりあえず，予備電力設備があること，「過

剰＝十分」な電力生産能力が存在するところ

に，風力なり他の電力が参入してくることは，

経営的に好ましいものではない。それこそ十分

以上の「過剰」状態を招来する事項となる。現

実問題として，風力なりの電力を買う際に，各

電力会社は「火力を休止する」などの措置をと

っている。電力会社は１０円内外で１kwhの電力

を購入していた際に，「休止して節約できる燃

料価格」のプラス分を上回る出資がでるので，

それを「損」と位置づけていた。思うに，２０円

内外で取引される電力料金を払っている消費者

としては，１０円内外の「仕入れ値」を「損」と

する電力会社の言い分に納得できないかもしれ

ない。その発言の意図を理解するには，「新た

な」仕入れなしに配電できる会社の実情，すな

わち需要に対して「過剰＝十分」な生産体制を

抱える会社の実情を正確に捉えなければならな

い。すなわち，電力会社が電気を自前の火力に

よってつくろうとも，外部の風力によってつく

ろうとも発生させるべき出力は需要分相当で変

りがない。ゆえに，電力会社としては買電（買

取り）のコストが，火力で作る時のランニング

コストより多くなるとしたらその時点で「損」

という主張が成立することになる。

３－２ 風力発電の電力買取り価格の不当評価

一般的に言って，電力コストを発電量あたり

で見るとき（円／kwhの値で見るとき），分母

の発電量総量は，当該技術の寿命や稼働率に規
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定されるので，休止状態の設備を増やすこと

は，その技術のコスト勘定を悪くすることにな

る。加えて，電力会社の発電設備を全体的に眺

めたとき，外部の参入者のせいで，内部設備の

稼働率が落ちること，すなわち発生電力量が落

ちるということは，電力会社の所有する「電力

量当たりのコスト」を上げることになる。

それゆえ，電力会社の関与しない外部で，電

気の生産のみならず消費も自立的に展開される

とき，例えば，風力太陽光などが自家消費的に

展開される場合にも損失が生まれる。自家消費

する分とは，電力会社にとっての需要が減少す

る分であり，発生電力を減らす分に相当する。

故にそれは，電力会社の設備の遊休状況，稼働

率の低さを増すことに等しいのである。ゆえに

電力会社が充足的な生産設備を抱える中では明

らかなマイナスとなる。

しかし，その外部電力を電力会社が仲買的に

購入，再販売する際には，休止電力設備が本来

稼動する際にかかるその場のランニング費用を

下回る限りにおいて，電力会社は損をしないと

いう勘定ともなる。上記の「火力の休止で」う

んぬんはその事を指している。

ここで注意すべき点は，「買取り価格につい

ての電力会社の損得分岐点」と「風力発電のコ

スト」が一般的に一致しないということであ

る。電力会社が既存設備を休止させて，なにが

しかの節約が実現できたとしても，それは当該

技術についての電力生産コストの一部でしかな

いはずで，その額と風力発電が作った電力の買

取り価格の均衡を図るのは，風力事業者にとっ

て酷な注文になる。例えば休止する火力の燃料

節約費は，当然のことながら火力運営費，減価

償却費のごく一部でしかない。その費用を上回

るからといって，風力のコストが「火力より高

い」とならないことは当然である。またそれよ

り低くならなければ風力の導入はできない，と

いう選択のやりかたは，両技術を正当にコスト

比較したものではない。

全般に社会的コストをミニマム化する方向を

支持するように装った「電力買取り価格設定の

議論」は，結局，競争入札下における風力発電

電力の買取り価格の下落を是とする。これは，

そうした安い電力買取り価格で風力発電事業が

健全に維持でき，その安いコストが継続される

限りにおいて社会的正義となる。しかし，買取

り価格の下落に歯止めをかけないと，際限なく

コストダウンを要求された事業者は財政的に疲

弊して倒れてしまう。こうした圧迫は，一部事

業者だけをいたずらに圧迫するという点から

も，適度に安いコストの技術を社会から抹殺す

るという意味でもマイナスとなる。風力事業者

vs電力会社という「利害の綱引き」において

は，「買取り価格の下落」は電力会社保護に偏

向した政策ともなりえる。

こうした中で，まず風力発電経営者の収支を

保障しつつ，買取り価格のバランスをとる観点

を持つことが大事である。なによりも，資源寿

命の延命と地球温暖化改善の両観点から，風力

は格段の前進が望まれている。その意味では，

風力経営者の保護問題は私的企業の保護一般の

問題とはならない。風力発電が許容範囲を超え

てコスト高であるならば，この設定には社会的

な無理がかかるのだが，現段階の風力発電のコ

ストは日本においても低くなっている。その点

を次節で具体的に検討してみたい。

３－３ 日本における風力発電のコスト

ここで，風力発電の「経済性」の高さを示す

具体事例を紹介しておきたい。「経済性」とは，
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ここではとりあえず，他技術とのコスト競争

力，風力経営者の利得の大きさを測る概念とし

ておく。以下で紹介する事例は，日本の風力発

電も，風況，立地条件によっては，十分コスト

が低いということを示す事項であるが，正確な

電力コストの考え方が理解されていないと，単

なる特例と無視されかねない。そこで本稿では，

まずその実例を眺めつつ，そのコストの低さが

何に起因するのか正確に位置づけておきたい。

本稿では，三重県久居におけるファームを取

り上げる。この事業は，７５０kw機，２０基の設備

を有する事業である。４０億円の設備投資に加

え，ランニングコストが年１億円かかるが，同

地は風況がよく利用率が約１/３弱に達するの

で，年約３億円のプラス収入が見込める状況に

ある。融資の利率はきわめて低率なので，単純

計算で１４年で初期投資が完済できると伝えられ

ている。風車の寿命を２０年とすると，残りの６

年，計２０億弱がプラスの収入になる。また，事

業主は寿命を３０年とみこんで，メンテナンスに

念を入れているというが，それがかなえば，残

り１６年，５０億円弱のプラス収入が実現する１４）。

ただし，大事なことは，この収支は，同ファー

ムが運営され始めたときの取り決めである，約

１０円/kwhの買取り価格を前提としたものであ

るという点にある。これから風力事業に乗り出

すものは，この買取り価格が保障されてない今

後，RPS法によって電力会社の風力電気買取り

価格が大きく下がりつつある今後に注意が必要

となる。

また，この問題に，kwhあたりのコストの計

算をあてはめると，２０年寿命換算で６.８円/kwh，

３０年寿命換算で５.３円/kwhの値となる。後者の

数値は現在インターネットで掲載されている原

子力のコストを下回る。この値については，買

取り価格の項目は関与しない。買取り価格が高

かろうが，低かろうが，同風力発電は「コスト

安」となる。

「コスト安」とは原子力など他技術と比較し

た相対的評価としてのものである。３０年寿命換

算のものは「コスト安の技術」と宣伝されてい

る原子力の値すら上回っているし，２０年換算の

値も，他技術のコストと比べ大きな遜色がな

い１５）。周知のとおり，比較した「宣伝上の原子

力のコスト」については，計上されているコス

トの範疇がきわめて不鮮明であるなどの問題を

多々残し，議論が絶えないものである。例え

ば，放射性廃棄物の処理法，リサイクルするの

かどうか，処理する場所，中間管理の費用，最

終処分地の建設費，施設管理は何十年間継続さ

せるのか，そのコストをどう計上しているのか

など，すべて明確にしてもらわないと，データ

としての信憑性が疑われる１６）。しかし，とりあ

えず，「原子力のコスト」の問題は本論の趣旨

とは外れるので，ここではこれ以上立ち入らな

い。一言付け加えておくと，原子力のコストの

実相がどうであれ，「宣伝されている限りの安

い」原子力コストに対してさえ，風力のコスト

は迫りうる，ということを確認すれば足る。

久居においてこの条件が実現した理由は，第

一に建設コストが低く抑えられたことにあり，

第二に風況がきわめてよいことである。また，

建設コストが低く抑えられたことについては，

久居のファームは高原（青山）上にありなが

ら，観光地として，同高原と主幹国道をつなぐ

十分な幅の道路がすでにあったということ，同

高原の脇に自衛隊の施設があり，その系統連絡

線を利用できたことがあげられる。

しかし，日本の他地域でも，その条件の実現

は不可能ではない。確かに久居の風況は最高レ
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ベルだが，その利用率を２５％に押さえて想定

し，１MWあたり３億円（久居の２.６より高価

設定）の建設コストとして１７）も，ランニングコ

スト年１００万，寿命２０年で，コスト７.３円であり，

ランニングコスト２００万，寿命３０年だとコスト

５.４円となる。以上の計算は，建設条件が良好

である（＝道路などの建設が不要で土木工事費

が少ない）場合，風況が利用率２５％の状況で

も，風力は十分コスト安であることを示してい

る。寿命で値が大きく変わる点にも再度注意を

求めたい。

このように風力発電のコストは日本でも立地

条件次第で十分安い。ただし，その安さと風力

発電事業の「儲け（儲かること）」は完全に相関

した事象ではない。相関関係から外れる理由

は，「電力買取り価格」という事項が間にはさ

まり，しかもそれが一定してないことにつき

る。風力発電事業のコスト問題と，風力発電事

業の収益の問題，電力会社の損益の問題は，一

応別ものであり，混同してはならない。当然の

ことながら，電力会社と風力発電事業者は，電

力の売買関係にあるので，片方の損は片方の益

につながるのである。論者は，風力発電事業者

への過大な保護を求めているのではない。現況

はむしろ電力会社への過大な保護が成立してい

る社会であると考えている。現在のコスト競争

力ある風力は，「過大な」保護ではなく「適切

な」評価（＝適切な買取り価格の設定）を求め

ているだけと論者は考える。

４．風力発電技術推進の可能性－土地生産性に

ついての知見－

４－１ 風力発電技術を推進する二つの母体

「十分＝過剰」な設備を持つ電力会社と風力

事業がおりあうプラン，「コストミニマム」が

成立するプランは，既存施設の寿命が切れた際

に，順次風力などに転換していくプランといえ

る１８）。この転換は，電力会社の火力や原子力な

ど既存施設の寿命がきたとき，電力会社自身

が，風力などを所有することでも，市民，自治

体が所有する風力電力を買い取ることでもよ

い。注意すべき点は，市民と電力会社が競合す

る関係にならないように按配することであり，

言葉を変えると，両者が平行して設備増強を競

わないということである。

この問題について，前者（電力会社が風力を

所有すること）と後者（風力事業者から電力を

買う）を比べると，後者は，風力事業者にとっ

ての利益を見込む限り，電力コストが大きくな

る選択肢となる。その限りでは，電力会社が前

者を選択することの方が，（電力会社にとって

も）合理性が高いように映るが，現実はその方

向に進んでいない。先行研究者の和田は，電力

会社ではなく市民や自治体が風力を推進する母

体となる理由として，同技術が小型分散である

ということとともに，市民が営利集団でないと

いう点を重視する１９）。すなわち，収支上まだマ

イナスの時にあっても，環境改善＝生活向上観

点を梃子に事業が推進されうるという点を看破

しているのである。もちろん，そのとき市民

は，ただ自己犠牲的に事態を進めるのではな

く，政府を通じて，助成を引き出すなどの運動

を進めることともなる。ともあれ，その視点

（市民の環境改善意思が事態を牽引する）は，

風力発電がコスト競争力を十分に持たない中で

も事業が途絶えることなく続いたという歴史の

流れを説明してくれる２０）。本稿ではさらに，コ

スト競争力がついた後のことも含め，問題を敷

衍してみたい。その問題とは土地活用の問題で
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ある。

風力発電は火力や原子力と比べ，小出力であ

り，また風の分布に従うという条件から，分散

的であることが強いられる技術である。風力の

困難性を暗示する学生のイメージに「もう土地

がない」という項目が含まれるが，それはあな

がち無根拠のイメージではない。まず，風力を

増設する際の土地取得が煩雑になる。加えて，

土地取得のコスト問題もたち現われる。本章で

は，まず風力発電に必要な土地の概念を明確に

し，「土地確保の困難性」を克服するための方

策，課題を明示していきたい。

４－２ 風力に必要な土地に関する二通りの考

え方

風力の特殊性として，必要な土地をどのよう

に規定するのか曖昧であるという点が挙がる。

論者は風力について必要となる土地を二通りに

考える。

一つの考え方は，集合体としてのファームを

ベースに必要となる土地を考えることで，ファ

ームの全面積を「必要設置敷地面積」と考える

やりかたである。このやりかたは，必要設置面

積を嵩ませる考え方である。原子力関係者は，

インターネットの中で，大方の原子力発電の必

要設置面積（１００万kwあたり）は０.５km２を下回

るのに，風力発電のそれは２４８km２にもなると

述べている２１）。要するに，風力は出力あたりの

土地が膨大に必要となるということであり，だ

から不利なのだということを匂わせている。

２４８km２が具体的にどの面積に相当するのかは

ネットでは不明だが，ファームを指しているこ

とは間違いない。こうした結果を生むのは，単

に風力発電技術が小出力だからではない。そう

ではなく，ファームとして設置するとき，複数

の風車が，風のエネルギーを有効利用するため

に，そうとう広く間をあけて設置されることに

基づく。この広い間隔については，工学的にそ

の最適量が規定されているもので，その限り

で，自然規定性の高い事項である。

ただし，この規定において注意すべきこと

は，風力発電機がまばらに設置された土地全部

を電力生産に必要な土地と「限定して」いる点

である。確かに，原子力発電用地や，ダム水力

発電用地に，他の用途の産業が入り込むことは

考えられない。しかし，風力ほどまばらに設置

されるものであれば，風車がおかれていない場

所（すきま）に他の事業を差し込むことも十分

可能である。現実問題として，世界各国におい

て，牧場，農場に風車は多数設置されている

が，そこは牛や畑が風車と並存している空間で

ある。このように考えるならば，ウインドファ

ームに必要な土地（の広さ）は，「原子力なんで

も相談室」のように考えていいのかどうかは一

考を要する。

風力発電が要する土地の広さに関する二つ目

の考えは，純粋にタワーが置かれた土地の広さ

で考えることである。タワーの大きさ（底面積

の広さ）はもちろん設備容量に比例したもので

一様ではないが，大体MW級のもので十メート

ル内外の直径円となる。思考実験的に，１０m直

径３MWの風車を１６００基集めたと仮定すると，

設備容量は４８０万kwとなり，利用率１/４として

も１００万kwの原子力発電相当の設備となる。

そのときの必要面積は約０.１３km２である。この

数字を見る限りでは，風力発電設備の土地生産

性（論者は単位面積あたりのエネルギー生産率

のようなものとして提起，すなわち「kwh/km２」

の値）は原子力発電になんら劣るものではな

い。繰り返すが，この考え方は，現実の多くの
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ウィンドファーム（特に外国）が農場や牧場と

ともにあることに基づく，極めて現実的で合理

性のある考え方である。風車を設置すること

で，なにがしかの面積が「奪い取られ」農産物

の収穫は落ちるであろう。しかしその量をファ

ームの面積で測る必要はない。現実に奪われる

面積は，タワーの土台面積分なのである。

おわりに 土地活用側面における市民，自治体

の主導性

前節のような考え方，すなわちファームとし

て土地を取得し，そこに風力のみをたてて利用

するという考え方を電力会社自身が固持するの

ならば，土地取得の困難性，そのコスト負担は

高まるばかりと考える。もちろん，ファームと

してではなく，単体の風力発電機を設置する場

合にも，必要敷地の考えかた如何で，土地獲得

費用は嵩むことになる。問題は周辺の土地を多

目的に捉えられるかどうかにかかっている。そ

こから脱皮した考え方ができない限り，今後の

風力発電事業も，市民や自治体が主導権を握る

ことになると予想される。

土地活用として，風力とともにある事業を考

えた場合，すでにその地に事業展開がある場合

（例えば牧場など）でも，これから発電事業と

連動させて，発足する場合としても，その地の

生活者が，計画立案の只中に入り込む必要があ

る。（これは，日本のアセスメントのあり方を

問う問題でもあるのだが，その点はここで展開

することは控えたい。）迷惑施設としてではな

く，その地を活性化するという意味での「有用

性」を問う視点がここに生まれる。

例えば，風力発電設備は景観上マイナスの評

価を受けることもあるが，逆に観光資源的な位

置づけを受けることもある。日本の自治体が経

営する風力発電のパイオニア的存在である立川

町においてすでにその意向（町おこし意趣）が

あったし，北海道苫前他その事例は枚挙に遑が

ない。例えば，淡路島のホテルニュー淡路は，

民間のホテルとしてそれを所有しているが，イ

ンターネットなどでも，それをランドマークと

して利用している向きがある。

もちろん，その事業のエネルギー消費をまか

なうという利点も生まれる。風力発電事業は，

風況が良好であれば，全面的に売電で創業して

いても利益を生み得ることをすでに示したが，

発生電力の自己消費が可能な状況であれば，そ

の経済上の利得は倍加する。RPS法で安くなっ

た買取り額はもとより，１０円内外の旧買取り価

格と比較しても，電気料金は高額であるので，

それを相殺する直接電力消費が一番経済上効率

がよい。

ただし，そこで生まれた電力（消費）が，そ

の当該事業，当該地域にそもそも必要なもので

あるのかどうかの判断が求められる。これはコ

ジェネレーション設置の際に議論されることで

あるが，ありあまる「過剰に生産されたエネル

ギー（熱でも電気でも）」を無駄に利用してい

っては，そもそも環境にやさしい技術となりえ

ない。すでにある農場，牧場にしても，またす

でにある自治体施設における使用電力にして

も，それはもともとの事業に必要な（電気）量

を取り込む限り，環境改善に対して有効な手段

といえる。（それ以上は売電すればよい）そう

した風力発電を囲む事業全体のデザインは，や

はり当該地域の人間の仕事となる。

観光資源としての位置づけも，その電気の直

接利用による経済効果という位置づけも，電力

会社直営の事業としてはイメージしにくいよう
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に思われる。そうであるが故に，風力発電事業

推進における，市民，自治体の主導性が倍加さ

れると論者は考える。

「風車」の観光資源という観点は，双刃の剣

の側面がある。すなわち集客性の低い土地を活

性化させるというプラスの側面があれば，逆に

すでにある自然観光資源を壊すという側面もあ

る。そして，現実問題としては，各事例が明確

にどちらかに属することは少なく，全ての土地

にその両側面が含まれるのではないだろうか。

こうした観点からも，当該風力事業は，地元の

人の意見を吸い込んで推進されていく必要があ

る。風力発電が，大電力会社経営のものとして

も，また新規のデベロッパー経営のものとして

も経済的にプラスなりうる時代であるから，注

意が必要である。下手をすると，事業収入は大

いに上がったが，その地の自然に大きな負荷

（禍根）をのこすことになりかねない。だから

こそ，その地の市民の参加をともなう設置デザ

イン策定が重大な意味を持つのである。

海外でも風力発電の立地というものは，環境

負荷の点で慎重に吟味されているようで，必ず

しも風況上，最良の地が選択されるわけではな

い。自然負荷をミニマム化することと風況の相

互関係を妥協的に計算して，立地が設定されて

いるようである。デンマークで一時期，事業に

対する投資効率が高いからこそ，当該地域外か

らの投資を認めなかったのは，この問題に関わ

ることである。この点の詳細は別の機会に展開

していきたい。

注
１） 電気事業者による新エネルギー等の利用に関

する特別措置法。平成１４年法律第６２号 自然エ
ネルギーではなく，新エネルギーと規定して，
ごみ発電なども混入させたものであることに注

意が必要になる。
２） 助成金のあり方や額面は，各国でも歴史的に

変動しており，例えば，風力先進国デンマーク
でも，事業のテイクオフ後には額面がカットさ
れることもあった。この問題は単に額面でみる
のではなく，例えば系統連携にかかわる費用を
誰が負担するのか，どれだけ助成するのか，な
ども包摂して議論していく必要がある。日本の
特殊事情は，タービン製作（輸入）のコスト高
にあるのではなく，むしろ土地代，土建費用，
系統連結費などの大きさにあることがわかって
いる。その点の助成が不足してきたことが，日
本の風力事業を遅らせる要因になっているこ
と，そうした意味で，「助成は十分とは言えな
い」と理解する必要がある。
『デンマークという国 自然エネルギー先進
国』 ケンジ・ステファン・スズキ著 合同出
版 ２００３年 などにデンマークにおける助成制
度の変遷のあり方はくわしい。特にpp.６８-７０

３） たとえば英国では，明確にウィンドファーム
建設に反対するロビー活動が存在している（代
表的なものはCountryGuardian）が，日本の場
合，そのような組織活動が存在するわけではな
い。ただし，言辞的には擁護のニュアンスを含
みながらも，実質的には運動を減速する内容な
どを含み持つところなどが日本的な「逆風」構
造の特質といえる。
英国の反対運動などについては下記参照。
WindpowerInTheUKvolI～IV RENEW

TechnologyforSustainableFuturevolV2002

４） 大量の熱を海に流している（＝海中保有の二
酸化炭素を放出する）ことを含めても，また正
確に算出しづらいバックエンドの総事業の換算
を含めても，原子力のCO２排出量は少ないかも
しれないが，だからといってそれが「環境にや
さしい事業である」と敷衍することは，批判に
も値しない暴論である。

５） そのほか，分散手段としての風力は，電力系
統増強の課題があり，この点についての議論が
求められる。国のエネルギー政策全体の枠組み
も当然大きな問題である。風力は原子力と競合
するので，それらを天秤にかけるとき，ウラン
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資源をめぐるアメリカとの関係にも立ち入った
議論が必要になる。

６） windpowermonthlyのwindicatorによる。
７） 同上
８） 風力発電が進んでいる国とそうでない国のコ

ンパラティブスタディはさまざまな国で検討さ
れている。その典型的なものは，デンマークの
取り組みの先進性─その事由についての分析
で，デンマーク国内にデンマーク語，英語の多
数の文献がある。
また，デンマークの外からかの国の強さを分

析したものも各種あって，オランダでは，
WindofChange-A comparativestudyofthe

politicsofwindenergyinnovationinCalifornia

andDenmarkRienievanEstInternationalbook

(1999)

日本では『風力発電とデンマークモデル』松
岡憲司 新評論（２００４年）などがある。

９） 『風力エネルギーの基礎』牛山泉 Ohmsha

（２００５年）p.２０５
なお論者は，先行研究者の和田武氏から，研

究会を通じて，こうしたRPS法の問題点につ
き，施行開始時から知らされてきた。その意味
で，基本視点の骨格はなによりも和田氏によっ
ている。

１０） 「現代の風力発電技術の「経済性」について
─１９８０年代におけるデンマークの風力発電機を
めぐって」山口歩『立命館産業社会論集 第３８
巻 第一号』（２００２年）
「技術発展を測るものさし─寿命の問題を軸
に」『２１世紀の日本をみつめる』立命館大学現
代社会研究会編 晃洋書房（２００４年）

１１） 「風力発電の系統連携可能量について」H１７
２月１４日 四国電力株式会社 http://www.

yonden.co.jp/press/re0502/j0ypr００８.htm
１２） 日本が欧州と異なり，１００v電圧を利用してい

ることについての困難性を挙げるとするなら，
実際の電圧が風力の挿入（運転状況の変化）で
どのように変化しているのか，詳細に，具体数

値でレポートされる必要がある。
１３） もちろん風は常時吹かないが，風が吹く時間

帯はすべて稼動させられる状況ということ。
１４） いずれも事業者からの聞き取りインタビュー

に基づく。
１５） インターネット 原子力なんでも相談室

「原子力発電のコストについて，廃棄物処理ま
で含めた原価計算をしているのか」資源エネル
ギー庁 電力基盤整備課管轄記事 http://

www.atomnavi.jp/uketsuke/qa05_56_030139.html

記載事項
１６） 『市民発の自然エネルギー政策─グリーン電

力』北海道グリーンファンド監修 コモンズ
（２００１年）pp.３８-４８

１７） インターネット 「風車ってズバリいくら？
各サイト総工費」というネット記事には１２事例
が新聞記事などをもとに，風力発電の建設コス
トを紹介しているが，１MW３億を大きく超え
る事例は２例しかない。そのほか２例が３億ち
ょうどと３.２億。それ以外の大半のものは３億
を大きく下回っている。

１８） もちろん，風力の参入と既存電力施設の寿命
がタイミングよく一致しないので，現実的には
細かい齟齬がある。ただし，それより重い議論
は，そもそも今コストミニマムを求めている場
合か，ということかと思う。論者の提起は，そ
れ（ミニマム）が望ましいというよりも，そう
設定しないと動かない論者をターゲットに問題
提起している。

１９） 「生産手段の住民所有によるグリーン電力の
普及」和田武『太陽エネルギー』２６巻３号
（２０００年）

２０） 市民が環境改善意識の元に自己犠牲的に風力
を推進するということは，裏を返すと，電力会
社が，市民の経済的負担の上に電力を買い叩く
という，社会枠組みに安住してそれを変えよう
としないという危険性もあるのだが，ここでは
たちいらない。

２１） 前傾p.１５

立命館産業社会論集（第４２巻第１号）220



日本における風力発電事業の課題と展望（山口 歩） 221

Abstract:ThispaperattemptstoexplorethewayinwhichwindfarmsinJapanwilldevelopmore

thanever.

Thedevelopmentofrenewableenergyplantsisnow consideredanimportantfactorinthe

resolutionofglobalenvironmentalproblems.Especially,itconcludedthatawind-farm could

makeapracticalcontributiontoreducinggreenhousegasemission.Becausesomewindfarms

cannowproducecheaperelectricitythaneithercoalornuclearpowerstations.Sowithmorethan

4500M W ofwind-farmscapacitynowinstalledintheworld.

ButdevelopmentofwindfarmsinJapanhasbeenrelativelyslow.Thegovernmentalsupportsis

notenoughtogrowthis(windfarm)business.Firstofall,itisnotclearthatelectricityproduced

bywindfarmscansellornot.Inaddition,itisnotclearthesellingpriceofelectricityisenough

tomaintaintheirbusiness.

Itdosenotmeanthatnatural(climaticandgeographic)conditioninJapanisnotsuitablefor

windfarms.Itisjustsocialregimes(somelegislationsliketheRPSactandthegovernmental

energypolicy)whichhaverestraineddevelopmentofwindfarms.

Insomeregionsthereareenoughpowerplantsforbaseload(generallytheyareatomicpower

plants),sotheydosenotneed(orlike)otherplantsforbaseloadlikewindpowerplants.Inbrief,

itisdifficulttoincreasethenumberofwindturbinesdramaticallywithoutconstantandgradual

retirementofatomicpowerplants.

Andelectricpowercompanieshaveenoughplantstosupplyelectricityattheirregions,sothey

detestthatsomeotherpractitionersintendtosupplyelectricityattheirregions.Itcausesadecline

oftherateofoperationandaslip-downoftheirbalances.Yetitisnecessarytoreducesurplus

plants(atadequatetiming).

Fromthispointofview,powercompaniesdosenotintendtodevelopwindfarmsbyownhand.

And thereforearoleofcitizen participation hasbecomemoreimportant.Itisacitizen

participationtoutilizethelandsafelyandproductively.

Keywords:RenewableEnergy,WindPower,Greenhousegasemission
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